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第２問  室内の一酸化炭素の濃度は？  ①百万分の 50以下にする   ②2百万分の 60 以下にする   ③5 百万分の 500以下にする 

（！事務所則３条第２項） ※事務室内の一酸化炭素濃度を抑制しましょう！ 

答えは、最終ページをご覧ください。答え合わせをしてみましょう！ 

仕事が効率的に行われるためには、室内の作業環境が良好である。 

第１問  事務室の窓は床面積に対してどれくらい？  ①床面積の 10 分の１以上   ②床面積の 20 分の１以上    ③床面積の 30 分の１以上 

（！事務所則３条第１項） ※窓による自然換気の場合は必要な大きさを確保しましょう！ 

第 3 問  室内の二酸化炭素の濃度は？  ①百万分の 5 千以下にする   ②２百万分の３千以下にする   ③5 百万分の４千以下にする 

（！事務所則３条第２項） ※事務室内の二酸化炭素濃度を抑制しましょう！ 

第 4 問  室内に空調設備がある場合の温度は？   ①15 度以上 20 度以下   ②20度以上 30 度以下   ③18 度以上 28度以下 

（！事務所則５条第３項） ※室内の温度を適切に保ちましょう！ 

第５問  一般的な事務作業をする場合の明るさは？   ①100 ルクス以上   ②200 ルクス以上   ③300 ルクス以上 

  （！事務所則 10条第１項）※適切な照度を確保しましょう！ 

第６問  女性社員が 30 人以上いますが休養室って必要ですか？  ①必要   ②不要   ③男女共用の食堂があるから大丈夫 

（！事務所則 21条）※体調不良などの場合に横になれるスペース・設備を設けましょう！ 

「事務所衛生基準規則」を確認し、作業環境を整備しましょう！ 

令和６年 12 月１日～令和７年１月 31
日 

花巻監督署では、2010 年（平成 22 年）の死傷者数 258 人を底に、増加傾向

が続いており、2023 年（令和５年）スタートした第 14 次労働災害防止計画に

おいて、死傷者数の増加傾向に歯止めをかけ、減少に転ずること、さらに、死亡

災害ゼロを目指しています。 

第 14 次労働災害防止計画※ の２年目となる令和６年の花巻監督署管内におけ

る労働災害は 319 件、前年同期比－10.9％（うち死亡 4 件、前年同期比－１

人）となっています（※12月末速報値）。 

令和７年は、「リスクアセスメント」を積極的に行うことにより、本質安全化

の推進とリスク低減措置の実施をお願いいたします。 
第 14 次労働災害防止計画

（花巻監督署） 

※【 労働災害防止計画 】 

戦後の高度経済成長期における産業災害や職業

性疾病の急増を踏まえ、昭和 33年（1958年）に

第１次 5 か年計画が策定され、以後、社会経済情

勢や技術革新、働き方の変化等に対応しながら、

これまで 13次にわたり策定してきた。 

2023 年（令和５年）から第 14次労働災害防止

計画がスタート。2028年（令和 10年）までに、

死傷者数の減少を目指している。 

第 11次防 第 12次防 第 13次防 

花巻監督署に届出された労働者死傷病報告で休業 4 日以上の労働災害を集計したもの（※新型コロナウイルス感染症を除く）。 

第 14次防 

休業 4日以上の死傷者数 

死亡者数 

（令和６年 12月末速報値＋ 令和 5年 12 月末） 
（令和６年 12月末速報値＋令和 5年 12 月末） 

多発業種別の事故型ワースト
３ 

挟巻込れ 

交通事故 
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２年連続の減少が

期待されますが、

令和７年は、過去

最少だった平成

22 年を下回るよ

う、皆様の積極的

な取組みをお願い

いたします。 

労働災害発生状況（令和 6年 12月末速報値）  Ⅰ 

シリーズ   安全衛生クイズ  ⑩『事務所の衛生基準』の巻   Ⅱ 

花巻監督署    情報チャンネル 令和７年２月号 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000207439_00007.html
https://jsite.mhlw.go.jp/iwate-roudoukyoku/news_topics/kantokusho_oshirase/hanamakikantokusyo/anzeneisei_saiboukeikaku.html
https://jsite.mhlw.go.jp/iwate-roudoukyoku/news_topics/kantokusho_oshirase/hanamakikantokusyo/anzeneisei_saiboukeikaku.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000197308.html


 岩手労働局 花巻労働基準監督署 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

「労務管理ハンドブック」をご活用ください！  Ⅲ 

労働基準法 よくある相談  ⑦『年次有給休暇（計画年休）』 
 

 Ⅳ 

 

花巻監督署では、企業の労務管理等について問題点が認められた事項に関する対応方法等をまとめた「労務管理基本の“き”ハンドブック」

を作成しました。内容は以下のとおりです。 

花巻監督署 HPからダウンロードしてお手元に置き、ご活用ください。 ➡ 「労務管理基本の“き”ハンドブック」 

 

年次有給休暇の取得促進のため、計画的な付与を取り入れたいのですが、どうすればいいですか？ 

年次有給休暇の取得については、2019年４月から、「年５日の取得」が労働者を一人でも使用する全業種に適用されています。 

（対象となる労働者は、年休が 10日以上付与される全ての労働者です。管理監督者、有期雇用、パート労働者等も含まれます。） 

年次有給休暇の取得促進のため、計画的に取得する方法を「計画年休」といいます。計画年休とは、計画的に取得日を定め、年次有給休

暇の付与を行う制度です。ただし、労働者が自ら請求・取得できる年次有給休暇を最低５日残す必要があります。 

  （詳しくはこちら ➡ 年 5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説 ） 

「年次有給休暇管理簿」の作成も義務付けられており、参考様式をホームページに掲載していますのでご活用ください。 

（様式ダウンロード 花巻監督署 ➡ 年次有給休暇管理簿 ） 

年次有給休暇の計画的な付与（計画年休）を行うためには、以下の手続きが必要です。 

（１）就業規則による規定  

就業規則に「労働者代表との書面による協定により、各労働者の有する年次有給休暇日数のうち５日を超える部分について、 

あらかじめ時季を指定して取得させることがある。」などのように定める。  

（２）労使協定の締結  

実際に計画的付与を行う場合には、就業規則に定めるところにより、労働者の過半数で組織する労働組合または労働者の過半数

を代表者との間で、書面による協定（労使協定）を締結する必要があります。 ※当該協定は監督署に届け出る必要はありません。 

※「年 5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説」18ページ参照 

https://jsite.mhlw.go.jp/iwate-roudoukyoku/news_topics/kantokusho_oshirase/hanamakikantokusyo/roumukanri_handbook.html
https://www.mhlw.go.jp/content/000463186.pdf
https://jsite.mhlw.go.jp/iwate-roudoukyoku/news_topics/kantokusho_oshirase/hanamakikantokusyo/youshiki.html
https://jsite.mhlw.go.jp/iwate-roudoukyoku/content/contents/002033634.xls
https://www.mhlw.go.jp/content/000463186.pdf
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「化学物質管理強調月間」を実施します！   R7.2.1～2.28  Ⅶ 

スローガン 「正しく理解 正しく管理 化学物質と向き合おう」 

これってあり？マンガ知って役立つ労働法 
Ｑ＆Ａ 

 Ⅵ 

フォークリフトの安全な使用をお願いします！  Ⅴ 

フォークリフトは非常に多くの企業、作業場で使用されておりますが、使用方法が

不適切であることに起因する労働災害が頻発しています。 

花巻監督署では、フォークリフトの使用における労働災害を防止するため、そのポ

イントをまとめ、さらに、作業計画の様式や周知啓発のリーフレットを作成しました

ので、ご活用いただき、労働災害の防止に積極的にお取り組みください。 

厚生労働省では、働くときに最低限知っておいてほしいルールを

まとめたハンドブック「これってあり？～まんが知って役立つ労働

法Ｑ＆Ａ～」を作成し提供しています。 

労働法について分かりやすく解説している内容になっていますの

で、参考資料としてご活用下さい。 

詳しくは ➡「フォークリフト災害防止対策」（花巻監督署） 

Point１ □ フォークリフトの運転資格の確認と教育 

Point２ □ 定期自主検査等の実施 

Point３ □ 作業計画の作成、周知 

Point４ □ 作業指揮者の選任 

Point５ □ 制限速度、安全通路の設定 

Point６ □ 死角場所への対応 

Point７ □ 警報装置の設置 

運転資格証を携帯！ 

「カモ運転」を意識！ 

安全運転をお願いします。 

まんが知って役立つ労働法 

知って役立つ労働法 

動画版 

知って役立つ労働法～働くときに必要な基礎知識～ 

労働法のことをより詳しく知りたい方は、

「知って役立つ労働法～働くときに必要な基礎

知識～」と併せて読んでいただくと、より理解

が深まります。英語版、中国語版等あります。 

「スマホ版」と「動画版」 もあります。 

「化学物質管理強調月間」は、職場における危険・有害な化学物質管理の重要性に

関する意識の高揚を広く一般に図るとともに、化学物質管理活動の定着を図ることを

目的に、毎年２月に実施することとしており、今年度が初めてとなります。 

化学物質管理強調月間のスローガンを定め、別紙の実施要綱に基づき、化学物質管

理強調月間を実施します。 

令和６年度 第 1回 「化学物質管理強調月間実施要項」 

厚生労働省 職場のあんぜんサイト ＝化学物質＝ 

厚生労働省 化学物質のリスクアセスメントの実施支援 

化学物質のリスクアセスメントの実施でお困りの方は、 

こちらをお試しください ➡ CREATE-SIMPLE 

厚生労働省 職場における化学物質対策 
職場の化学物質の

道しるべ 

ケミガイド 

要チェック！ 

https://jsite.mhlw.go.jp/iwate-roudoukyoku/news_topics/kantokusho_oshirase/hanamakikantokusyo/anzeneisei_forklift.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/mangaroudouhou.html
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/mangaroudouhou_dougaban.html
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/mangaroudouhou_dougaban.html
https://www.mhlw.go.jp/content/001241210.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudouzenpan/roudouhou/index.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudouzenpan/roudouhou/index.html
https://www.mhlw.go.jp/content/12600000/001238183.pdf
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/mangaroudouhou_dougaban.html
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001342208.pdf
https://anzeninfo.mhlw.go.jp/user/anzen/kag/ankgc07_3.htm
https://anzeninfo.mhlw.go.jp/user/anzen/kag/kagaku_index.html
https://anzeninfo.mhlw.go.jp/user/anzen/kag/ankgc07.htm
https://anzeninfo.mhlw.go.jp/user/anzen/kag/ankgc07_3.htm
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/anzen/anzeneisei03.html
https://chemiguide.mhlw.go.jp/
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情報チャンネル１月号でお知らせしました「改正育介法等説明

会」のオンライン（Zoom 全４回）申し込みが満員となり、オンラ

イン説明会の追加開催が決定しました。 

参加申し込み出来なかった企業は、オンライン説明会の追加開催

に是非ご参加ください。 

 

オンライン（Zoom）追加開催 申込締切日 

令和７年３月 13 日（木） 令和 7 年３月６日（木） 

開催時間 13:30～15:00  （定員 90名） 

 

 

集合開催 申込締切日 

令和７年３月 21 日（金） 

14:00～15:30（定員 400名） 

令和 7 年３月 13 日（木） 

会場：アイーナ・小田島☆ほーる（いわて県民情報交流センター） 

盛岡市盛岡駅西通１丁目７－１ 

 

 

詳しくはこちら↓（追加開催分を掲載しています） 

改正育児・介護休業法等説明会のご案内 

 
 

 

参加申し込みはこちら（受付サイト）↓ 

岩手労働局にて開催予定の説明会一覧｜労働局（労働基準関係）・労

働基準監督署説明会等受付サイト (mhlw.go.jp) 

 

 

労働者災害補償保険法が改正され、２つ以上の会社等に雇用され

ている方が業務に伴いケガをしたときや病気になり休業をした場合

等の給付額が、すべての勤務先の賃金額を基に決定されます。 

対象となる給付は、休業(補償)給付、遺族(補償)給付、障害(補

償)給付、傷病(補償)給付などです。 

 

 

 

 

 

 

 

また、雇用されている会社等のうち１つの会社等における仕事の

負荷（労働時間やストレス等）を個別に評価しても労災認定できな

い場合は、雇用されているすべての会社等における仕事での負荷

（労働時間やストレス等）を総合的に評価して労災認定できるかど

うかを判断します。 

対象疾病は、脳・心臓疾患や精神障害などです。 

 

 

 

 

 

 

詳しくはこちら ➡「わかりやすい解説」 

請求の際は、所轄労働基準監督署にご相談ください。 

  

 

改正育児・介護休業法が施行されます  Ⅸ 
 

育児や介護を行う労働者が、子の看護休暇や介護休暇を柔軟に取

得できるよう、育児・介護休業法施行規則等が改正され、時間単位

で取得できるようになりました。 ※令和３年１月１日施行 

【改正のポイント】 

改正前  改正後 

半日単位での取得が可能  時間単位での取得が可能 

１日の所定労働時間が４
時間以下の労働者は取得
できない 

 全ての労働者が取得できる 

就業規則をご確認いただき、就業規則の変更を行った場合は、 

労働基準監督署に「就業規則変更届」を提出する必要があります。 

安全衛生クイズの答え   問１： ②    問 2：①     問 3：①     問 4：③     問５：③    問６：① 

改正育介法等説明会 追加開催します  Ⅹ 

男女とも仕事と育児・介護を両立できるように、育児期の柔軟な

働き方を実現するための措置の拡充や介護離職防止のための雇用環

境整備、個別周知・意向確認の義務化などが改正され、令和 7 年 4

月 1日から段階的に施行されます。 

就業規則の規定例（子の看護休暇の場合） 

第〇条 

１ ⼩学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員（日雇従

業員を除く）は、負傷し、⼜は疾病にかかった当該子の世話をす

るために、⼜は当該子に予防接種や健康診断を受けさせるため

に、就業規則第◯条に規定する年次有給休暇とは別に、当該子が

１人の場合は１年間につき５日、２人以上の場合は１年間につき

10日を限度として、子の看護休暇を取得することができる。この

場合の１年間とは、４月１日から翌年３月31日までの期間とす

る。 

２ 子の看護休暇は、時間単位で始業時刻から連続⼜は終業時刻ま

で連続して取得することができる。 

※介護休暇も同様の改正が必要です。 

リーフレット ➡「子の看護休暇・介護休暇が時間単位で取得できる」 

改正法の概要はこちら ➡「育児・介護休業法について」 

パンフレットはこちら ➡「改正ポイントのご案内」 

 Ⅺ 複数の会社等に雇用されている労働者の
労災保険給付 

対応済ですか？子の看護休暇・介護休暇  Ⅷ 

会社 A 

会社 B 

A及び Bの負荷を 

個別に評価 

➡いずれの会社についても

労災認定できない場合、 

Aと Bの負荷を 

総合的に評価して判断 

会社 A 

20万円/月 

会社 B 

15万円/月 

雇用されている２社

の賃金額 

計 35万を 

基に 

保険給付を算定 

https://jsite.mhlw.go.jp/iwate-roudoukyoku/content/contents/002097146.pdf
https://www.roudoukyoku-setsumeikai.mhlw.go.jp/briefings/search?bri_flag=2&labor_prefecture=%E5%B2%A9%E6%89%8B%E7%9C%8C
https://www.roudoukyoku-setsumeikai.mhlw.go.jp/briefings/search?bri_flag=2&labor_prefecture=%E5%B2%A9%E6%89%8B%E7%9C%8C
https://www.mhlw.go.jp/content/000662505.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000582033.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001259367.pdf

